
【主要事業】

【施策の方向性】 【施策の方向性】

【施策の方向性】 【施策の方向性】

【施策の方向性】 【施策の方向性】

（単位：千円）

【施策の方向性】 第１号被保険者の介護保険料基準額

標準月額：５，８００円

3,527,116 3,527,116

計 9,934,202 10,155,942 10,384,104

5,117,181 5,196,690 5,418,614

居住系サービス 1,423,419 1,432,136 1,438,374

施設サービス 3,393,602

在宅サービス

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8

全件

ケアプラン・住宅改修・福祉用具点検
ケアプラン点検数 140件 140件

住宅改修・福祉用具点検数 971件 920件

７か所

通所型サービスＣ利用者数 44人 60人

社会保障制度の

円滑な運営

要介護認定の適正化 調査票チェック件数 6,814件 7,300件

縦覧点検・医療情報との突合

私のアルバム等の活用・普及啓発

霧島市地域包括ケア・ライフサポートワーカー設置事業 地域の方から相談を受けた割合 42.3％ 60％

19,000人

緊急通報装置整備事業 緊急通報装置設置台数（休止除く） 136台 170台

まちかど介護（丸ごと）相談所設置事業

400人

生活支援体制整備事業

目標(見込）

地域のひろば推進事業 実施箇所数 105か所 130か所

介護保険ボランティアポイント事業 登録人数 266人

運動体操サロン 参加実人数 221人 300人

400人

高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施事業

通いの場等への出前講座 40か所 50か所

長寿健診受診率 38.10% 40%

第１号訪問事業 訪問型サービスＡ利用者数 81人 100人

第１号通所事業

私のアルバム等の配布数 累計331部 1,500部

認知症サポーター養成 認知症サポーター養成数

市民から相談を受けたLSWの割合 42.30% 60%

認知症になっても安心して暮らせる

体制の構築

介護サービスの質の確保・向上と

多様な介護人材の確保・定着に向けた支援

互助の仕組みによる支え合い、

社会参加の仕組みづくり

重点

施策４
介護人材確保及び介護現場の生産性向上

「地域のひろば」を軸とし、市民が主体となって

介護予防に取り組む仕組みづくりを検討します。

重度の要介護者や認知症の人、独居の困窮者など

の増加を見据え、柔軟なサービス提供の普及に取

り組みます。

重層的な支援のニーズに対応していけるように、

地域包括支援センター等における相談体制の整備

を進めます。

生産年齢人口の減少を見据えつつ、国・県等と連

携し、必要な介護人材の確保のための総合的な取

組みを推進します。

重点

施策１
住民主体の支え合える仕組みづくり

重点

施策２
住宅サービス・住まいの確保

重点

施策３
包括的な支援体制の整備

高齢者の保健事業と介護予防の推進 居住の確保と安心して生活できる体制

生涯現役社会の実現と自立支援

・重度化防止の推進

縦覧点検数 全件

第２層協議体の開催 ７か所

事業名 事業評価指標

住民参加と互いに支え合う

地域福祉の推進
社会保障制度の円滑な運営

基本施策１ 基本施策２

基本施策３ 基本施策４

在宅生活を支える支援体制の拡充

目標

霧島市すこやか支えあいプラン2024（第10期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）の概要

基本理念

住民参加と互いに

支え合う

地域福祉の推進 地域見守り支援事業 支援員数 356人

介護予防の推進と高齢者の

生きがいづくりの充実
高齢者の生活支援サービスの充実

実績

高齢者の生活支援

サービスの充実

介護予防の推進と

高齢者の生きがい

づくりの充実

17,230人

基本施策

誰もが支えあいながら生き生きと暮らせるまちづくり

高齢者が地域で自分らしく暮らし続けられる環境の充実

根拠法令：老人福祉法第20条の８第１項、介護保険法第117条第１項

計画期間：令和６（2024）年度～令和８（2026）年度（３年間）

日常生活圏域：10圏域



実務担当レベルの地域包括ケアシステム推進チーム等を設置し、毎年度の計画の進捗確認及び新たな課題等への対応を行い、庁内

一丸となった地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

 

                      

 

霧島市高齢者施策委員会 

生活支援体制整備 

第１層協議体 

地域密着型サービス 

運営委員会 

地域包括支援センター 

運営協議会 

高齢者福祉に関すること 介護保険に関すること 生活支援・支えあい体制整備に関すること 

〇生活支援体制整備事業の進捗とコーディ

ネーターの組織的な補完を行う機関 

〇生活支援体制整備事業における企画・立

案・方針策定の機関 

〇高齢者福祉計画の推進・進行管理 

〇高齢者施策の推進 

〇関係施設・機関・団体などの情報交換 

〇介護保険制度の運営・施策に関する審議 

〇地域密着型サービスの指定・運営などに関

する審議 

霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会（庁内副市長・部長級）  

  事務局（長寿・障害福祉課） 

〇地域包括支援センター業務連絡会１回／月 

〇地域包括支援センター法人連絡会（必要時） 

〇地域ケア個別会議 （１６回／年,随時１２０回） 

〇地域包括支援ネットワークケア推進会議（２０回／年） 

〇地域密着型サービス事業所 運営推進会議 

（各圏域事業所数 ７６ ３月１日現在） 

国分北１０ 国分１４ 国分南１４ 溝辺５ 横川２ 

牧園３ 霧島４ 隼人北９ 隼人南７ 福山８ 

〇生活支援コーディネーター連絡会（必要時） 

〇地域包括ケア・ライフサポートワーカー 班会 

実務担当者レベルの地域包括ケアシステム推進チーム 

○在宅医療・介護連携推進事業 企画運営委員会 （２回／年） 〇通所 C事業所連絡会（２回／年）  〇霧島どんサポートの会連絡会（１回／月）  

〇認知症専門部会 （２回／年） 認知症カフェ連絡会 キャラバンメイト連絡会 〇成年後見センター連携会議（１回／月）  〇高齢者虐待評価会議（１回／月）  

 


